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◇審 議 内 容

（13：30 開会）

○委員長（中野敏勝） ただ今から民生常任委員会を開催いたします。

本日の委員会は先に継続審査となりました、請願第１号及び陳情の第６号、第７号の審査をいた

します。

なお、昨日、事務局より各委員に請願及び陳情に対する資料がファックスにて送付されていると

思います。

また、各委員におかれましても、それぞれ調査された事項等ありましたら、お聞かせいただきな

がら審査を進めたいと思います。

これより審査にはいります。

請願第１号、後期高齢者医療制度並びに70才～74才の医療費２倍化（２割負担）の改善を求める

意見書の提出を求める請願を議題といたします。

本請願に対する各委員のご意見を伺います。

どなたか意見ございませんでしょうか。

増田委員。

○委員（増田武夫） 介護保険の創設の時もそうだったんですが、こうした制度が十分な準備と対

象者の理解を得ることなく、強行して制度が作られていくというのが、介護保険制度を作ったとき

にもあったわけなんですけれども、やはり、そうしたことから、市町村の担当者なども非常に混乱

をしているというのが現実ではなかというふうに思うのですよね。

政府のこの制度の発足にあたっての、細かい点などはぎりぎりにならないと出て来ないというよ

うなことが続いていまして、非常に混乱を起こしているのではないかと思うのでよね。そのことが

反映されて広域連合でも、個人の掛け金がどのぐらいになるかというような数字もいまだに出され

てきていないという状況の中で、お年寄り一人ひとりに周知されているという状況にも無いわけで、

そうした点から言っても、この間請願の趣旨の説明にもありましたように、様々な問題がある中で、

やはり、来年の４月から発足するには非常に無理があるのではないかと、そういうことも考えられ

ます。

そうした点で、１番の請願項目、一時凍結してもっと内容の改善、皆にもっと納得できるような

改善を図った上で発足すべきだというのが、非常に重要なことではないかと思うのが１点です。

それから、２番目の医療費の２倍化、これもお年寄りの方々、非常に少ない年金で生活をされて

おられる中で、一気に２倍に負担が引き上げられる。これは非常に大きな生活上の負担、健康上の

負担になるのではないかということで、これも是非、政府に考え直して貰いたい点であります。

３番目も同様なことでありますけど、以上の点から、やはり、非常にお年寄りの気持ちに沿った

内容ではないかと思います。

○委員長（中野敏勝） その他ございませんでしょうか。

杉山委員。

○副委員長（杉山晴夫） 先ずこの制度については、本議会では６月に議決を諮っているというこ

とであります。この制度を認めるということでですね。それを頭に置いといてもらって。それを一

時凍結というような陳情の内容でございます。

増田委員の言われるように、なかなか内容がまだはっきり定まらないようですが、現役並みの所

得の方はですね、今も、かなりの保険税、保険料を払っているわけでございます。この制度が出来



ると、あるいはこの方々の保険税は下がるかも知れません。これはよく試算してませんのでわかり

ませんが、というようなことも耳にすることがあるわけであります。

同じ町民で、今まで掛かっていなかった方が掛かるのと、あるいは高額な保険料を払っていた方

が下がるというようなことで、公平感からいったら、あるいはその方々のことも考えて私どもは、

町民全体の方のことを考えて審議しなければならなのではないかというふうに考えております。

○委員長（中野敏勝） その他ございませんでしょうか。

永井委員。

○委員（永井繁樹） 今の杉山委員の中の過去にこのことについての採択があったと、認められた

という話がありましたね、その時の状況と、今回の出された請願の内容の状況と、若干ずれがある

と私はもちろんあると思うのですけども、今回の医療費の新制度の目的というのは、やはり国が高

齢者に対する医療費を抑制しようとするのが大きな目的にあるのがもちろんわかるのですけども、

本来、目的されている高齢者に対してですね、社会的な寄与、そういったものから考えて、本来、

お年寄りを敬愛するという中でですね、健康で安らぎのある生活を保障していくという大きな観点

からたつと、やはりずれている項目もかなり、この新しい制度にはあるであろうということですか

ら、当然、ここの請願項目の中の中身をですね、やはりきちっと精査をすることが必要ということ

から考えれば、凍結という言葉が適切かどうかわかりませんが、当然、制度の内容の改善を求める

ことは必要であろうと。ですから項目の２番、３番についても同じなんですが、どちらにしてもこ

の制度が出発して必要になるのは、後期高齢者医療広域連合というのが今回新しくできていますか

らね、ここの活躍というのがかなり大きな問題になってくる。ここのチェック機能が落ちれば、こ

れは国の言うことを聞く機関にしかならないということになりますね。

ここが砦ですから。

こういった新体制の中でやれば、総合的なバランスの中で見直しと同時にチェック機能がきちっ

とされていなければいけないということがあるので、今回の請願項目については、私は大きなです

ね、問題点は無いだろうと、その願意が伝わってくる内容であると。ただ、１番目については内容

の改正を図ることという単純な文面ですから、この内容の改善を図るということは、あげればいく

つも項目がでてくるんでね、この辺はもう少し肉付けすべきであろうと。請願趣旨の中に大きく３

つしかありませんけども、こんなもんでは全然足りないわけですよ。

ですから、本来であればもう少し内容の改善を図ることのですね、詳細がもっとでてくれば、私

はもっといいのかなという印象は持っております。

○委員長（中野敏勝） その他ございませんでしょうか。

藤原委員。

○委員（藤原 孟） この請願の特に１番目の後期高齢者、私のみる限りにおいては、悪法に近い

のではないかという解釈をいたします。

また、２番目の70から74才、杉山委員が言われたように、確かに怒りを強く感じる階層もいるし、

これが２割が１割になれば、いわゆる、言葉は悪いんですけども儲かったという、今で言う、いわ

ゆる勝ち組の人達にとれば、やはり、非常に不公平感を私は感じる。

また、３番目は、今より使う国の負担を増やしてと、この文言がですね、幕別町の民生常任委員

会としてでてくるとなると、非常に私は言葉として国の負担を増やしてということにはなっていか

ないと思います。非常にこの３つの請願項目だけで判断するとなると、私には非常に賛成しかねる

ような言葉ではないかと思います。



○委員長（中野敏勝） 増田委員。

○委員（増田武夫） 今、藤原委員からだされた問題に関連をしてんなんですが、今まで、国民健

康保険などでは国の負担分が42％あったものが、38.5％に減らされております。今度の後期高齢者

の医療制度の国の負担を見ますと、窓口の本人負担を除いた医療費全体の半分、５割分は公費で負

担することになっていますけれども、国が３、都道府県が１、市町村が１のこういう負担区分にな

っております。

だいたい窓口負担、１割負担を考えますと、国は９割うちの３割、27％しか国は負担しないと、

こういうことになりますと、国民健康保険の38.5％の負担よりも、更に大幅に国の負担を減らして

きたとするということにもなります。そのことにも見られますように、国の負担というのが、どん

どん減ってきているという現実もあります。

前回の請願者の紹介議員の説明にもありましたけれども、日本の国のこの医療負担というのは、

ＧＤＰの負担割から見ても、ヨーロッパやアメリカから見ても、ずっと日本の国としての負担は非

常に低い水準にあるということも示されたわけですけども、そうした点を考えますと、やはり、ど

んどん国の負担を削っていきながら、年寄りその他の負担を増やしていくという、そういう方向が

現実としてあることを考えますと、３番目の思想も当然ではないかというふに思います。

やはり、15番の杉山委員の発言にもありましたけれども、高所得者だとか、確かに掛け金が下が

ると言われておりますし、負担が下がるというようなことも言われている。その一方で、低所得者

の国民健康保険税との比較がしっかりした形では出てきておりませんけども、しかし、低所得者の

掛け金は上がるということは、一般に言われていることで、しかも、今度の後期高齢者のあれを見

ますと、高齢者の保険料の負担が全体の１割、本人窓口負担除かれた後の１割が高齢者の負担とい

うことになっています。国の試算でも２年後の改定では更に、保険料は上がざるを得ないという、

国の試算にもありまして、今後、高齢者医療全体の予算が増えて、掛かる経費が増えていくことを

考えますと、高齢者の負担というのは上がっていかざるを得ないというような、そういう仕組みに

なっております。そうしてことから考えますと、やはり、そうした点も含めて見直しをしていただ

くと、そういう姿勢が内容からして、請願の項目は当然でないかという感想をしました。

○委員長（中野敏勝） 永井委員。

○委員（永井繁樹） 今の３番の項目が少し問題になっているようですけども、医療に係る国の負

担を増やしてという表現は、あくまでもこれ、請願者の考え方ですよね。これ逆に返せば、後期高

齢者の負担をですね、減らすという言葉が当てはまってくるのだと私は思うのです。逆を言えばで

すね。ですから本来、請願の項目を品よくするのであればですね、いま、藤原委員からも出ました

けど、こういった、ちょっと解釈にはちょっといろいろ問題点が出る表現があるんであればですね、

やはり、後期高齢者そのものを主人公にすれば、負担は減るという表現が本来はしっくり行くんだ

と私は思いますね。多分、この願意の中にはこの意義がですね、ちょっと誤解を受けるような表現

ですけども、本来そういう意味が入っているのだと私は理解します。１番、２番から察してもです

ね。特別この３番目の全般の文章だけではね、突出したものではないと思いますけども、ただ請願

を察するうえでは、やはり高齢者を主人公にした文章の方が訴えやすいのではないかという印象は、

今、お聞きしてですね思いましたね。

○委員長（中野敏勝） その他ご意見ございませんでしょうか。

牧野委員。

○委員（牧野茂敏） この請願項目そのものを、ごく当たり前と言ったらあれなんですけども、こ



ういったことが行われるのが当たり前だと言えばそういったことになると思いますけども。

北海道後期高齢者広域連合、この活動あたりでは、この後期高齢者医療制度をどのように、いま

のところ活動しているのか、私は紹介者の中橋議員おられますから、お話を伺ってみたいと思うの

ですけども、そういったことはだめでしょうか。

○委員長（中野敏勝） 今、牧野委員からですね、請願項目について再度、紹介議員に対して質疑

を求められておりますけどもいかがでしょうか。

（異議なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） 異議ないようですので、紹介議員、席へお願いします。

中橋議員。

○紹介議員（中橋友子） ご質問いただきました、後期高齢者広域連合議会の現在の取り組みの状

況と今後の方向性、わかっている範囲でお話をさせていただきたいと思います。

後期高齢者広域連合議会は初議会、臨時議会が８月の７日、札幌で開かれました。

このときには初めての議会でありましたから、組織の構成から入りましたが、全体で40の議案の

提案がございまして、それを審議してまいりました。

主に前回のこの民生常任委員会のときにも永井委員からご質問いただいて、お話をさせていただ

きましたが、平成19年度の予算に係る中身は主に議題でありました。

総額で14億を超える一般会計の審議を行ってきたところです。

ここで、この請願に関わる広域連合議会の議論を抜粋してお話したいと思うのですが、問題にな

ったことの一つは、周知がやはりされていないと、これは私どもの方で、質問をさせていただいた

のですが、この制度そのものが、被保険者、全道で63万人ということでありましたが、この被保険

者にほとんど知られていないということと、加えて道民全体にも知られていないということを申し

上げました。お答えいただいたのは、広域連合会の連合長という方が網走市の大場市長さんであり

ますが、この市長のお答えではその通りであるということでありまして、今後、各町の広報誌にお

願いしての周知、あるいは連合独自でリーフレットを全戸分に作成をして配布する。それから、テ

レビのコマーシャル、さらには説明会ということが一つありました。

それからもう一つ問題にしたのは、これは永井委員のご質問にもありましたけども、道民の声、

あるいは被保険者自体の思いがどれだけ反映されていくのかということでありますが、そういう仕

組みもやはり無いんですね。それで今後については、運営協議会といいますか、国民健康保険制度

の中に運営協議会というのがあるんですが、それと同じような仕組みを作って道民の皆さんの声を

反映できるようにしていきたい。メンバーについては、この間も申し上げましたが老人クラブの代

表の方でですとか、医療関係者の方ですとか、そういった方がいいということでありましたが、そ

ういう仕組みでやっていくということでありました。

しかし、それでもやはり十分でないということで、網走市長、連合長さんのところの自治体では

出前講座なども既にスタートさせて回を重ねてやっているということもきかされました。

それから二つ目の保険料の問題でありますが、これにつきましても、これは11月22日、次の議会

が予定されているのですが、そこで決定をするということでありました。

これにつきましても、既に試算には入ってはいるんですが、今言われていますのは、75歳以上の

方の北海道の総医療費、使っている医療費ですね、これを積算に基づいて63万人の高齢者で按分し

た結果が、年額８万５千円というふうに算出されておりまして、これにつきましては、国民健康保

険税と同じような、所得に応じて７割、５割、２割の減免措置等も当然適用されていくようになる



わけですから、その所得に合わせた金額の算定と、それから、積算の根拠となる均等割であるとか

所得を何％まで見るか、８％ということもでてますが、そいうところの定めが、まだ、きちっと確

立されていないということで、試算にはいるということでありました。

その試算の結果については、遅くとも来月の初め、10月の初めには中間報告というような形で、

発表して道民の皆さんの論議をあおりたいということも、その後の交渉の中で、明らかにされたと

ころです。

ですからここに請願に関わることでは周知のための連合議会としてどうするかということと、保

険料をどのような形で、定めて皆さんにお知らせしていくかという、この趣旨でありますが、その

点についての内容は、今お話させていただいたようなことであります。

もう一つ付け加えれば、私も連合議会の役割は非常に大きいというふうに思っております。ただ、

この議会の仕組みそのものが、もう皆さんお感じになっていらっしゃると思いますが、こういった

幕別町の議会のように、地域に、限られた地域の中で、この地域に責任を持つ人達が、その個別の

問題でやっていくということよりは、全道、180ある市町村のうちの32人でありますから、しかも、

例えば札幌市であれば市長さんと議長さん二人出てきてます。函館も同じです。そういうふうにし

ますと、全道の自治体から議員が出されているところは26しかないんですね、その26からでてきて

いる議員が、それぞれ価値観を共有しながら論議をしていく難しさということもありまして、広域

連合の議会のあり方というものも、十分に皆さんの意向を汲んだ形に改善、前進させることも同時

に取りくみながら、やっていかなかったら目的を果たされていかないというふうに、これは私の感

想でありますが痛感しているところです。

以上です。

○委員長（中野敏勝） 牧野委員。

○委員（牧野茂敏） 単純な質問なんですけども、広域連合で例えば保険料であるとかいろんな議

案でますよね、これは、仮に否決されるようなことがあれば前に進まないとか、そういった力その

ものは無いんですか。広域連合そのものに。

○委員長（中野敏勝） 中橋議員。

○紹介議員（中橋友子） 議会ですから、うちの議会と同じで、予算が否決されればそこで凍結さ

ればそこで凍結される、進まないそれは同じです。

これは私、自分自身の考え、行動にも責任を持つというこも含めまして、８月７日の一般会計の

サイドでありますが、負担金に対する大きな町も小さな町も同じ負担金で平等性を欠くだとか、そ

れから電算システムの発注のあり方に不明な点があるとか、そういう問題がありまして、私は賛成

しなかったんですが、32人のうち、欠席者が３人おりまして、その他に議案に反対したかた、私以

外に３人、ですから賛成多数で通りましたけれども、しかし疑問を持っているという議員さんがそ

の中にもいらっしゃったということがありました。

結果として凍結されるかどうかということは、仰られるとおり、否決をすればそれは進まないこ

とになります。

○委員長（中野敏勝） よろしいですか。

暫時休憩します。

（13：55 休憩）

（13：56 再開）

○委員長（中野敏勝） 休憩を解いて再開いたします。



杉山委員。

○副委員長（杉山晴夫） 先ほど私ちょっと冒頭発言したとおり、この制度については、６月の定

例会だと思いますが、本会議で議決をしているわけですよね、そしてここ３ヵ月たってこの請願が

出て、一時凍結というような項目のことを、この委員会としてですね、採択していいものかどうな

のか、正直言ってどんなもんでしょうか。ちょっと疑問を感じるのですがね。

いかがなものでしょうか、皆さんのご意見でしょうけども。

○委員長（中野敏勝） いまのことについて。

杉坂委員。

○委員（杉坂達男） 前回の意見に重複するかと思うのですが、ただいま説明員からの説明もあり

ましたが、いってみれば、新しい自治体ができて議会もできたということでありますから、特に取

り上げられるべき問題というのは、新しいものかも知れませんし、また今まで蓄積されたものかも

しれません。したがってそこがリーダシップを取るべき性格ものが集められているのだと思ってお

りますし、その為の自治体ができたんだと思います。

従って、我々地方議会はそういった連合体からの問題について、むしろ我々の議会が声を上げる

べきなのか、議会がリーダシップを取って各議会の思いを相して、整理統合してその自治体運営チ

ェックをしていくものなのか、非常にその辺が、発足して間もないといえばそれまではありますけ

ども、我々に言わしてみれば条件としないところもあります。これら問題も私はやっぱり、この連

合体というところが、きちんと受け持ってやる、そういう仕事を分掌して、それに関係する専門の

自治体ですから、あれもこれもやる自治体ではありません。これだけをやる自治体ですから、そこ

ら辺の考え方にですね、我々はやっぱり期待もしているわけですし、また、この制度が充実してい

くためのやっぱり自治体なわけですから、その辺の思いがどうも我々といささかの差があるのでは

ないかなと思います。しかしながら、議会、自治体ともに発足したばかりでありますから、それら

に対する期待を込めて、考え方を申し上げましたけども、そいう思いがいたしております。さきほ

ど意見がありましたけども、定例会があるんだから、定例会の中での活動の実施評価というのは当

然、地方議会からどんどん上がっていくべき問題でありますから、そういうことですね、私は意見

として持っております。これが将来にわたっていろんな問題が、高齢者についての問題がでてくる

と思います。それはやはり、この自治体が責任を持ってそれぞれの自治体に、それぞのの議会にい

ろんな波及をさせるべきもんだと思っております。

○委員長（中野敏勝） 増田委員。

○委員（増田武夫） 昨年の12月でしたか、広域連合の規約、本町の議会でも可決されて、その結

果、今、発足しているわけなんですが、やはり、この広域連合に確りと役割を果たしてもらってい

かなければならないことは、これははっきりしていることなんですが、広域連合といえども、国の

法律の下に機能している所ですのでね、やっぱり、その上の方がいろいろ問題があるがために、広

域連合も苦労するのでありましょうし、なかなか我々住民も高齢者などの意見も反映しにくいよう

なことにもなっているんだろうというふうに思うのですよね。例えば国保などは相当な町村が単位

でやっていますけども、しかしながらその中でも、我々も過去にも国も負担をもう少し上げてくれ

ないか等という意見書も各自治体から上がってきているわけなんですが、それと同じように、やは

り、後期高齢者の制度そのもののあり方を、やはり国がもう一回見直して欲しいという、これは、

今の時点でも、また、これから運用していく中でいろいろ出てくれば、また、それに応じた意見書

などを上げていく必要性がこれからもでてくると思います。現在の時点で、いろいろな内容があり



ますけれども、国の方でもそうした高齢者や国民の意見を聞いて、改善して欲しいんだと。発足前

からいろいろ、既にいろんな問題があることが指摘されているわけですから、やはり、改善しなが

らその中で広域連合もしっかり頑張って欲しいと、こういうことだと思います。そうした点で、そ

うした各町村からの意見書も国に上がっていくことが重要ではないかなというふうに思います。

○委員長（中野敏勝） 永井委員。

○委員（永井繁樹） いろんな意見がだされて、私も参考にさせてもらっているんですが、広域連

合のあり方を考えたときにですね、これはもちろん過日、６月の杉山委員いわれたように、うちの

議会は通ってますから、これは制度の中身を決めたわけではなくてですね、こういった広域連合の

設立ですよね、規約等も含めて、これについてはもちろん議会も賛成しています。

ですが、ここの場合の内容なんですが、この制度そのものをですね、若干否定している文書とい

うのが、一時凍結というのがちょっと否定気味な表現なんですけども、このことは少し引っかかり

ますが、内容の改善を図ることについては、これ願意は伝わってくる。今の広域連合が設立された

ということは、本来、この請願者はですよ、その制度がわかっているのであれば、広域連合に住民

として直接的に請求できる、請願を出している、そういう権利はあるんですよね。そのあたりが、

検討されたかどうかちょっと推測できませんけども、我々議会としては、そういった流れの中で、

総体的に判断をするときにですね、このことを直接、国に出す方法と、それを認めることとですね、

広域連合の方にそういった請願請求をするのが、一つの方法としてありますから、議会として考え

る場合はその辺がいろいろと判断材料になるし、なってくるんだろうと思うのです。今、いろんな

お話の流れを聞いているとですね。決して制度そのものを否定する意味合いが、もしこの一時凍結

ということがあたるんであれば、これは表現が不適切と、それと先ほど言った医療に掛かる国の負

担を増やしてということが、一つ指摘されて表現として適切ではないという結果、具体的な意見も

出てきていますから、ある程度、この請願書の内容については、その制度のあり方だとかそれ以前

の話をどんどんしてしまえば、請願者の出された請願にはたどり着きませんので、ある程度この表

現の中でですね、もう駄目なところというか、問題点のあるところをどんどん指摘していって、じ

ゃあどうしてどうなんだというところの方向性をだしていかなないと、この請願に対する審査が何

時までたってもできないですよね。

ですからもうそろそろ、そういう方向に切り替えられた方が私はいいんではないかと思いますが。

○委員長（中野敏勝） その他に、この部分で問題点があればそれぞれ聞かせていただきたいと思

いますけどもいかがでしょうか。

杉坂委員。

○委員（杉坂達男） 今の永井委員の発言、意見なんですが、いわいるこの辺で共通認識をしてお

かなければならんということは、この連合体に対する共通認識ということなんですが、これがばら

ばらであるとまた将来ともいろんな問題を引き起こすことにもなりますし、我々も議員として認識

不足にもなりかねません、したがって、私は広域連合そのものは、地方議会のこの後期高齢者制度

についての切り離したものだということは先ほどから申し上げているとおりであります。

したがってそれはやはり、きちんとした共通認識として持つべきであると私は思うのですが、各

委員については、いかがな考え方か、ということは、もっと簡単にいうと、こういった問題、請願

等がそれぞれの道内180のところからどんどんでていくということは当然ですよ。以上です。

○委員長（中野敏勝） その他、牧野委員。

○委員（牧野茂敏） 私も杉坂委員と同じような内容なんですけども、やはりこういった請願項目



ありますけども、連合会の議員の方もこういった思いはかなり持っていると思います。

せっかくできた広域連合ですから、広域連合の方に請願された方が私は、こういったことを、先

ほど中橋議員の方からお話ありましたように、連合が否決すればだめであるし、採択になれば進め

るんだというようなお話もありますし、その点からいうと、私は広域連合の中で、練ってい頂いた

方がよろしいかと思います。

○委員長（中野敏勝） 増田委員。

○委員（増田武夫） 広域連合もあくまでも国の法律の中で進めて行かざるを得ない。広域連合が

自由にいろんなことが決めていかれるんであれば、これは、今仰られることも理解できるんですけ

ども。やはり、例えば全体の予算は国は何ぼ負担して、高齢者にどれだけ負担するんだということ

は、これは法律の中で決まっていることですので、だから、そのへん自由にやっていけるというわ

けではないわけですから、そうした点では、やはり国にこの制度そのものの改善を、やはり求めて

いくわけですのでね、これは、こういう問題が広域連合に上げていかれても、広域連合ではいかん

ともしがたいということだと思うのですよね。

だからこ、こういう請願がねあがってきているわけですからね、広域連合でいろいろ独自にやっ

ていかれるんであればね、それは広域連合で改善できる最大限のことはこれから、我々も要求して

いかなければならないし、出ている議員にも頑張ってもらうわけなんですけども、しかし、基本的

な点は法律の縛りがあって行われていくものですのでね、その点は国、内閣総理大臣、厚生労働大

臣、財務大臣に出すべきですね。

○委員長（中野敏勝） 永井委員。

○委員（永井繁樹） ちょっと紹介議員にお聞きしたいので、先ず内容がですね、こういう形で国

に対する提出先ででてきた状況がございますから、今言われているように、広域連合という議会そ

のものがもうスタートしていますから、提出者が、請願者がその時にこういった国に対する提出と

いうことで、今回選んできているという中身にですね、判断の中で、広域連合に対する請願だとか

陳情とかという形の選択肢がなかったのかどうか、そのへんお流れがどういう形で、こういうふう

に出てきたのかですね、もし紹介議員がその流れがわかっているのであれば、どうしてこういうふ

うに出てきたのかということを、ここで説明いただけるとですね、請願者の願意がある程度わかる

と思いますので、もし私の要望がよければですね、説明をいただきたいと思うのですけど、お諮り

いただきたいと思います。

○委員長（中野敏勝） 永井委員から請願事項についてのですね、再度質疑があるとのことですの

で、紹介議員に説明を求めたいと思いますけども、いかがでしょうか。

（異議なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） それでは、紹介議員の説明を求めます。

中橋議員。

○紹介議員（中橋友子） ご質問いただきました、この請願を出されてきた経緯、紹介議員として

どう係わってきたかということも含めてなんですが、この請願は、十勝勤医協幕別友の会から出さ

れたものでありますが、私どもが相談を受けた内容につきましては、内閣総理大臣、厚生労働大臣、

財務大臣、あくまでも国に対して、国が昨年の６月に、この請願主旨の冒頭に書いてありますが、

医療制度改革関連法、この設立によって後期高齢者医療制度というものができるんですが、その大

本のところでの、やはり考えてほしいということがあるということから、国に対して提出したいん

だという相談でありましたので、それに私どもも答えさせていただきました。



同時にですね、広域連合に係りましては、広域連合も一つの自治体でありますから、ここにはこ

こで、直接医療関係の方、あるいはこういう団体の方達が、請願書を送っていく、これも広域連合

にも請願を受ける規約が作ってありますので、そういう形をとっていくというふうに私は理解して

おりました。

○委員長（中野敏勝） 永井委員。

○委員（永井繁樹） そういう理解のもとですと、後期連合には同一請願者から請願書が出たとい

うことで理解していいですか。

○委員長（中野敏勝） 中橋議員。

○紹介議員（中橋友子） まだ、議会が開かれておりませんの、現時点ではでておりません。

８月７日の発議会では、連合の権限の範ちゅうにおいて、改善を求める請願が札幌の団体から出

ておりましたが、そういことも、この提出された今回の幕別友の会の方は理解をした上で、今回、

国に向けてということで出されてきております。

○委員長（中野敏勝） 永井委員。

○委員（永井繁樹） そうしたら、広域連合に出す請願の内容に対してですね、広域連合の持つ権

限の範囲というのは、今回だされた請願書の項目、この国に対する範囲と違うと理解しているんで

すね。そのへんちょっと説明してください。

○委員長（中野敏勝）中橋議員。

○紹介議員（中橋友子） そのとおりです。

厳密に一つ一つの項目をどこまで国の権限かあるいは広域連合で改善していけるのかと、そうい

う判断というのは、このどの項目にも生じてはきますが、今回の整理の仕方として、８月に出され

ました請願の中身は、大変具体的な内容でありまして、先ほど私が申し上げましたような、説明が

不十分であるから、広域連合議会としてきちっともっと説明する、あるいは住民に周知する、そう

いう取り組みをしてほしいですとか、それから保険料等についての減免の権限ですね、これを広域

連合は持ちえるというふうになっているものですから、それを検討してほしいですとか、そういっ

た具体的な項目でありました。

ですから、今回のように、一番目の内容の改善という点では、この、そういった詳細のことでは

なくて、後期高齢者制度そのものを、初日に私お話させていただきましたが、保険と資格証明証の

発行であるとか、それから全体の医療費が包括性といって頭打ちになるとか、こういうことが、広

域連合の権限ではいじれないんですね。そういうことについて、国に対して改善を図ってほしい、

これが一番目であると思います。

それから２番目の70から74歳というのは、これは広域連合が直接、関連ありますが関わらず医療

制度の中の背景にありますから、当然国ということになっていきます。

それから３番目の国の負担を増やせということでありますから、これも広域連合というよりは国

の、厚労省の予算に関わってきますので、直接国に対する意見を求めていくことが適切であるとい

うふうに私は思って思います。

○委員長（中野敏勝） 永井委員。

○委員（永井繁樹） そうするとですね、いまちょっと大きく問題となった、広域連合のですね、

権能も含めてですよ、いまの説明からいくと、広域連合って何ができるのかと誤解がされるんです

よね、されてしまう。

説明者本人がその議員になっているわけですから、広域連合の置かれている位置付とですね、そ



の役割というのが、じゃあ、こういった項目に対して触れないというふうに、まったく触れないん

だよというふうに聞こえてくるんです。

私、違うと思うのですね。そんな何もないようなものであればですね、後期高齢者医療制度の在

り方というのは、広域連合ができようができまいが決まってしまうような話に、誤解されますから、

私はちょっと今の説明の中では、連合の在り方というのはそういうことにはならないだろうと、私

は思うのですが、それは受ける方のそれぞれの感覚がありますから、今の説明を聞かれた他の委員

さんがどう感じられているかもありますのでね、もうちょっときちっとしたイメージが出来上がっ

ていかない。それから我々の町民の意見をですね、広域連合に伝えるというか、それらを含めて改

善していくというのが議会の役割ですから、そのあたりもう少し、説明願います。

（関連の声あり）

○委員長（中野敏勝） 杉坂委員。

○委員（杉坂達男） 今のご意見とやや同じなんですが、ですから、我々の認識を共通しなければ

いけないということは、そこらへんだと思うのですよ。この議会が、あるいは自治体が、我々地方

自治体あるいは地方議会から、受けられるものと受けられないものがあるという認識に、理解され

やすいような説明であったような気がいたします。

これでは、何もならないのですね。

私は端的に言って、この制度を地方の自治体あるいは議会から切り離して新し連合体の自治体、

議会が受け持つんだと、これは非常に分かりやすい説明ではないかと思うのですが、違うんですか。

○委員長（中野敏勝） 中橋委員。

○紹介議員（中橋友子） 一つの新しい自治体ができたと、その通りであります。

ですから、そこに新しい議会もでき、予算も執行し、責任を持ってその制度を運営していくと、

こういうことにつきるんだと思うのです。

それに関わって、住民との関わり、請願権の問題も含めてですが、どのように扱っていくかとい

うことになっていくかということになっていくかと思うのですが、基本的に広域連合で受けられな

いというようなことは、これは基本的にはありません。

その問題に係わってはここの窓口を通すということは、それは当然のことだと思います。

しかし、制度から言って、例えばうちの幕別町が国の機関があり幕別町があり住民がある。同じ

関係ですね、国の機関があり、広域連合があ、北海道の道民がいる。

そうすると、当然、法律、法的な問題が直接権限の及ぶところ、それと実施母体になるところ、

この違いというのは、おのずと皆さ、専門家の皆さんですから、当然うまれてくるというのはご理

解いただけますよね、その範囲の中の扱い。ですから、それを、だれがどんな請願をどんな形で上

げてくるかというようなことは、これは住民の方ですから、住民の方の判断にお任せする。それを

受けた連合は連合としての責任ある態度を取るということになりますし、国に対しては直接国が責

任を持ってやるということだと思うのです。

ですから、地方自治に両委員がい仰られるように、広域連合制度の北海道でこの問題について、

独立した機関として責任を持ってやっていくというのは、この機関でしかない。これは仰られると

おりであると思います。

○委員長（中野敏勝） 杉坂委員。

○委員（杉坂達男） 説明員に改めて確認をしたいわけですが、結局そういう、仕組みを作ってき

たわけですよね、全道の隅々までにはそういう議員はいないけども、しかしながら、その地域、地



域での取り組みというのは、あるのですから、なにも隅々までいなくても、情報社会の中ですから、

そういうことを察して少ない議員の議会だというふうに私は認識していますから、そのへんのこと

はあまり心配ありませんけども、我々が６月の時点で良としたことと、今、説明をされていること

と、若干の違いが、私は感じたわけですね。

広域連合は、さっきから言っているように、この部分だけを切り離した連合体だということを、

先入観があるものですから、よけいそういう意見を出してしまうのかもしれませんけども、いろん

な問題が地方にあるものを、とにかく全部議会で受けるんだと、議会はこの地方のガードをしてい

くような連合体はしていくんだというふうな思いで、きっと組織化されたもんだと私は理解してい

るんですよ。

ですから、あれは駄目これは駄目なはずはないし、もっとそこからは各地方の考え方が取りまと

められて、取りまとめられて国に改めた改善、あるいは要望を出していける、あるいは権限もでき

てくるんじゃないかというふうに私は考えているんですよ。

○委員長（中野敏勝） 中橋議員。

○紹介議員（中橋友子） 私も基本的には同じ考えでおります。ですから、何度も申し上げますが、

北海道の後期高齢者医療制度に関わって、責任を持つ自治体というのは、この連合議会だというふ

うに思ってます。

それは、思う、思わないという認識ではなくて、そのようにきちっと法で定められ、規則もつく

られ動いていくというのが現実です。

先ほど誤解を招くというか、説明が十分ではなかったのかなと思うのですが、永井委員からの質

問で、この請願者がどういう過程でこれを出してきたのかと、そして、係る紹介議員はどんな判断

で国に向けてのことになったのかというような内容であったというふうに理解しいましたので、そ

の自分としての分け方として、この内容については今の時点で国の方に退出することの方が、より

自分としてですよ、より法の直接の大本の方に係る内容が多いので国に出すことについて、団体か

ら求められてきたときに、そのとおり理解するということで受けたわけです。

ですから、こと細かなことについては、連合の方にまた出していくということについては、それ

は大いに協力したいと思っていますし、全道がまたそういうふうになっていかなくっちゃ、この制

度は大変問題のある大きい制度ありますから、皆さんの思われているような、改善に向けてのいい

制度になっていかないと思うのです。

ですから、窓口として駄目だというようなものは何もございません。

○委員長（中野敏勝） 他に、ご意見ございませんでしょうか。

この際40分まで休憩をしたいと思います。

（14：25 休憩）

（14：40 再開）

○委員長（中野敏勝） 休憩をといて再開します。

今、様々な意見が出ているところでございますけども、この他、意見ございませんでしょうか。

永井委員。

○委員（永井繁樹） 今の中橋議員の説明の中でですね、この請願に至る流れは理解することがで

きました。広域連合に対する出し方、こういった国に対する出し方、それぞれ手法はあるのかなと

いうところにも理解をしたいと思いますが、が、ここからなんですがね、請願項目、３点について

私はこの委員会で話を進めたらどうかなという提案をさせていただきたいんですが、文言からある



程度、推察をできるいろんな状況がありますが、第１項目の一時凍結しという、文言がですね、か

なり否定的な文言になっていますので、私は、新たな後期高齢者医療制度の内容を改善を図ること。

要するに一時凍結しという表現を、それにしない方がいいだろうと。それと３番目のですね、医療

にかかる国の負担を減らすを、高齢者の医療負担を軽減してとか、そういった文言にすることいよ

ってですね、非常に願意が伝わりやすくなるのではないかという印象を持ちます。

他の委員さんの考え方もあるでしょうが、願意の主旨、これはすべて何回も説明を受けています

ので、ある程度主旨は理解できるものがありますので、主旨の文章の中でですね、特段、表現が適

切でないものがあれば、また、ご指摘をしていただければいいと思いますが、私は請願の項目の範

ちゅうの中の２ヵ所、委員会の中でですね、ある程度理解を示していただけるのであればですね、

このことをもし、一つの今のテーマにして問題点として話し合われて、この請願をどういう扱いに

しようかという具体的な段階入られた方が、もう大体説明受けましたのでね、よろしいかと思いま

すが、お諮りをいただきたいと思います。

○委員長（中野敏勝） 今、永井委員から意見がありましたけども、この請願項目のですね、部分

の削除というか精査というか、そういう形でだされたらどうかというようなことですけども、１項

目のですね、一時凍結それと国の負担という部分のことなんですけども、これについてどうですか。

増田委員。

○委員（増田武夫） この請願者がこの望んでいることは、やはり制度を改善してほしい。高齢者

やなんかの負担を減らしてほしいということですので、そのへんの意見書の文章は、みんなが合意

できるような文章で、別にこの表現にね、こだわることはないと思うので、そのへんは、そういっ

た請願者の主旨が伝わるように意見書を作っていただくということで、十分対応できるのではない

か。この請願の文書を変えるというわけにはいかないから、そうした点で、みんなで合意して意見

書を作っていくということはよろしいんでないかと思います。

○委員長（中野敏勝） その他に。

よろしいですか。この形で。

（はいの声あり）

○委員長（中野敏勝） それでは、これより採決をいたします。

永井委員。

○委員（永井繁樹） 進行にあたってですね、ちょっと希望があるんですが、今、意見出されて、

請願主旨と項目を含めた文書作成にあたってはですね、請願者の願意を損ねないという前提条件の

中で、この委員会が認めればいいのではないかという意見が出ましたのでね、先ずそれでいいんで

あればですね、それでいいんであれば、当然、意見を集約して皆さんがそれでいいとあれば、これ

討論がいらないわけですね、いらないですから、採決に入っていくんですけども、ただ、過去に例

えば請願文書というのは、委員長、副委員長にお任せするとかいうお話があってですね、その原案

を作っていったという中で、それを再度、委員会の中で正式に諮るという経緯をとらないというケ

ースもあるんです。ですから、私はこの場合は、例えば文章表現をきちっと作った中で、再度、き

ちっと委員会の中でこの文章はいいかどうかというのを、委員会の中で審査をすることが、今回は

必要があると思うのですよね。委員会で、閉会中にプリントを配布するような確認の仕方ではなく

てですね、そのへんを含めてですね、皆さんの考えをきちっとお聞きした上で、採決に入っていか

ないと私はいけないのかなと思いますので、お諮りしていただきたいと思います。

○委員長（中野敏勝） ただいま、永井委員の方から、ご意見がでておりますけども、これについ



てご意見があれば、ありませんか。

（なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） なければ、これより採決をいたします。

請願第１号、後期高齢者医療制度並びに70歳から74歳の医療費２倍化、２割負担の改善を求める

意見書の提出を求める請願について、採択するということにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） 異議なしと認めます。

したがって請願第１号は採択することに決定いたしました。

杉坂委員。

○委員（杉坂達男） これ採択されたんですが、提出先について提案をしたいと思います。

請願者が求めております、三大臣に加えて、本議会からは広域連合にも請願したいと思います。

○委員長（中野敏勝） お諮り致します。

今、杉坂委員から、提出先を広域連合まで増やしてという意見が出ましたけども、これについて

ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） 異議なしと認めて、請願第１号は採択することに決定し、さらに広域連合

にも提出先を加えてというふうにしたいと思います。

次にですね、陳情第６号、身体障害者福祉に関しての陳情を議題といたします。

本陳情についての各委員のご意見をお聞きしたいと思います。

ご意見のある方は挙手をお願いいたします。

増田委員。

○委員（増田武夫） 前回、こうした障害者からの陳情を尊重すべきでないかという、そういうお

話でお話したんですが、そのことはそうなんですけども、その後いろいろ精査してみましたけれど

も、なかなか意見書として出すには非常に面倒だという部分もありますし、また、私はこの陳情す

る方が、いろいろ調べたりしてなんだりして、当然知っているものと思ったんですけども、しかし、

よく調べてみますと、どうもそうではないような点もございいました。

例えばここにガスの問題についても、陳情されておりまして、ガス事業法に基づいて、きちっと

業者その他にも指導せいというようなこともあるわけなんですが、私、ガス事業法なんかも調べて

みました。その調べた結果、なかなか身体障害者のような個人に対しての減免にあたるものはあり

ませんでした。

その根拠ではないかと思われる部分では、ガス事業法の20条に但し書きというのがあるんですけ

ども、この20条はどういう条文かといいますと、第17条で、供給約款というものを政府の承認を受

けるようになっていいるんですが、それは何かというと、ガス料金その他の供給条件を決めたもの

なんですが、但し書きで、大口供給を行う場合、大口の供給を行う場合においては、供給の相手方

の合意によって、その料金だとかそういうもののあれを変えることができるようになっているんで

すね。そこが減免できるという根拠なんですけれども、しかし、その条文をみてみましても、障害

者に対する、その個人にとって、利用者に対する変更にはあたらない関係もありまして、この陳情

でいうように、行政がこれらの情報を住民に告知し、サービスを受益する権利を保障する義務があ

ると、ここに書いてあるんですが、そういう義務がちょっと生じないのではないかと、同時に住民

が正当なるサービスを受益できるように、事業者に対して指導・教育を行えということがあるんで



すが、これも、法律のあれからいって、指導教育を行うような根拠にはなりえないと、そういうよ

うなこともありまして、私はこれ読んだ時にはガス事業法にはそういう、法的な根拠があるのかと

思っていたんですが、私が調べた限りでは、そういうものにはなっていないということもありまし

て、なかなかこの陳情に即答えるという形には、ちょっとならないのではないかというふうには、

ことでありまして、その他にも、個々の問題で、電力会社への問題だとか、札内ＪＡガス事業団な

んかに減免措置をせいだとか、そういうことはちょっとこの議会としては出来かねるあれでもあり

ますし、そういうものがあまりにも多すぎるのではないかということで、即これをというわけには

いかない内容だと、勉強して改め思いましたので、この前の発言を訂正したいというふうに思いま

す。

○委員長（中野敏勝） 他にご意見ありませんでしょうか。

（なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） 意見がないようでありますので、次にですね、討論を行います。

不採択とする方より行って行きたいと思います。

どなたか発言ありますか。

永井委員。

○委員（永井繁樹） 討論に入る前にですね、審議していただきたいんですけども、この中に、電

気、ガスは勿論いまの意見と私も同調するところなんですけども、水道というのがあるんですよね、

今日、配布していただいた資料の中に、水道に関わっての状況ですね、若干の資料提出があったも

のですから、企業会計を営んでいいる幕別町として、水道に関わってですね、ある程度の福祉的な

措置がとれるかとれないかというところについては、電気ガスと同じスタンスではちょっと判断が

しかねるのではないかと思うのです。

ですから、討論にはいるということは、賛成か賛成でないかという形にどうしてもなってしまい

ますのでね、その前にここのとこをですね、他の委員さんどう考えられているのか、それに係る文

章も陳情の主旨要件の中に入っていますので、全体的に全てをひっくるめてのですね、討論にして

いくのかですね、そのへんのこと、ちょっと陳情者の願意を考えるべきだと、くみとるところがあ

れば、くみとれる可能性があるものがあるなら、それはやぱっりきちっと審議してやらないと、い

かんと思いますし、できないならできないと結論するのもいいと思うのですけど、そのあたりは皆

さんどう考えられているのか。

○委員長（中野敏勝） 永井委員から、今の電気ガスについては、個人の企業でもある関係で、水

道についてのですね、料金割引等の待遇処置というんですか、そういうものについて、優遇措置、

これについてのご意見ございすでしょうか。

増田委員。

○委員（増田武夫） 先ほど、全部ことば足らずだったんですけども、私も永井委員と同じような、

感想を持ちまして、部分採択とかそういうことも、可能性としてはあるのではないかなというふう

な感想を持ったんですが、幕別町に対する減免措置の実施依頼、意見書提出というようなことも、

具体的に触れられているわけで、この扱いをどうするかということが、ちょっと話し合われた方が

いいのではないかなと思います。

意見書という形にはならないかと思うのですがどうなのでしょうね。

○委員長（中野敏勝） その他いかがでしょうか。

藤原委員。



○委員（藤原 孟） 先ず、水道に関してですけども、水道の減免措置があれば我々大いに検討し

て賛成の意向をもってでも町に対し意見をしていきたいと思います。

また、電気に関しても、施策でそういうことがやれるのであれば、議会で決めるなりなんなりし

てよろしいんじゃないかと思います。

私の意見です。

また、ガスの事業者に対しても、これは、いろんな企業がいわゆる地域貢献とか社会貢献とかそ

ういうことで積極的に、例えば利益の何％を拠出するとか、いろんな形で今、企業自体が前向きに

考えていると思います。

もし、この委員会でこういうことも含めて賛成なり意見を出せば、それにまた賛同する企業があ

ると私は思っておりますので、是非、少し形は変わるかと思いますが、もう少し検討していきたい

と思います。

よろしくお願いします。

○委員長（中野敏勝） 他に、杉山委員。

○委員（杉山晴夫） 電気ガスについては、相手は民間業者ですので、なかなかこの委員会ですと

か議会としてですね、検討させるのちょっとできないんではないかと、私は思います。

上下水道については、町が実施体ですので、ただ町に対する意見書はできないと思いますので、

これは、暗黙のうちにお話して、こういう要望もあるということを、担当課にお話しするしかない

のではないかと思います。

○委員長（中野敏勝） その他。他にご意見がないようですので、次に討論に入ってよろしいでし

ょうか。

暫時休憩いたします。

（14：41 暫時休憩）

（14：46 再開）

○委員長（中野敏勝） 休憩を解いて再開いたします。

今、いろいろな意見がでておりますけども、一度取り下げをしていただいてですね、そして、ま

た、それについて審議をしていきたいと。

暫時休憩いたします。

（14：27 暫時休憩）

（14：33 再開）

○委員長（中野敏勝） 休憩を会議を解いて再開いたします。

この身体障害者、電気ガス、水道の利用料金割引、優遇措置、福祉に関しての陳情第６号につい

ては、継続審議としていきたいと思います。

（異議なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） 次に陳情第７号、生活保護、児童扶養手当などの福祉切り下げの中止と改

善に関する陳情を議題といたします。

本陳情について、各委員のご意見をお聞きしたいと思います。

ご意見のある方は、挙手をお願いいたします。

杉山委員。

○委員（杉山晴夫） 陳情の内容を見ました。意見書を関係機関に提出くださいますよう陳情いた

しますとなっていますが、関係機関、提出先書いてあるはずですが、ここに書いていないので、そ



れが第１点と、それから、（１）のですね、これ実際にそのあったのかどうか請願でないので説明

がないのですが、その水際作戦というようなのがあるのですがね、この申請書を渡さない自治体窓

口での違法行為があったというようなことを書いてありますが、これは、全国的に何件があったの

かなと思われますが、民生児童委員もおられることですから、そんなことはさせないんではないか

と私は思います。ケースワーカーが申請があった場合、よく調べてですね、内容を調べて該当しな

いから申請をしない方がいいのではないかと言われる場合もあるかもしれませんけども、受けない

ということはないんではないかというふうに１点疑問を持ちます。

それから、（２）の不動産担保の貸付制度ですね、これはいいことではないかと私は思うのです

けどね、大変いいことではないかいと思うので、これ全面的に不採択に賛成できる問題ではないと

私はそう考えます。

○委員長（中野敏勝） 他に。増田委員。

○委員（増田武夫） １点目、今話題にもなりました、水際作戦の問題なんですが、これは全国的

にすごく問題になっていることなんですよね。

新聞テレビなどの報道でみれば、北九州なんかでは、水際作戦というのが、申請に来ても受け付

けないというね、それで、餓死してしまった人もいますし、自殺した人もいますし、函館では焼身

自殺した人もいますし、これは全国的に問題になっていて、国が、結局生活保護の申請のあれを抑

えるという指導をしているものですから、各町村の窓口がなんとか件数を減らそうとしているんで

すよね、今ね。本町でもなかなかすぐいかないというようなことも聞いたこともありますしね、だ

から、そうした点では今全国的に行われているのが、水際作戦だと。本来であれば申請しようとし

する意思があるものは、みんな受理することになっている法律なんですね。だから、その上で審査

して、決定になっていくわけで、その申請さえもなかなか受け付けないというのが、今の全国的な

傾向んあんですよね。それからもう一つが、後段に書かれているように、受けている人に、十分な

収入がある状況でないのに、無理やり事態届を書かせるというのも、何件か出ているんです。これ

は新聞報道などでもね、されてますのでね、それは実際起こっている問題なので、そういうことの

ないように、やはり必要な人は、それはいろんな不正受給なんかも問題になりましたけどもね、必

要な人は、受けれるような制度にするのは、どうしてもね、必要なことだというふうに思うのです

よね。

それから、２番目のこの貸付金の関係なんですが、これも、結局自分の家を担保にお金を借りる

ということで、問題の一つは、そういう制度にするための不動産の評価だとか、いろんなことに時

間がかかるもんですから、申請しても、それの貸し付けを受けるまでに何ヶ月か空白の期間が起き

るというのが、一つ問題になっていいるのと、それから、そうやって借りるんですけども、長生き

すると、結局それでも足りなくなりますよね、そうすると、自分の住んでいる家まで、失ってしま

うということになってしまうんですよ。貸し付ける金融機関は焦げ付きになるんで、それは処分せ

ざるをえないと。そうすると、自分の住んでいるところから追い出されるような、そういう結果に

ならざるをえないというので、これも本年度から始まったんですが、いろいろな問題があると思う

のですよね。

それから、３番目、この生活保護基準の大幅な引き上げというのは、この間、道新にも大きく報

道されたんで、お読みになった方もおられると思うのですけども、道新でも、これは大きな問題に

なっているんでないかというんですよね。

道新の見出しでは、厚労省、生活保護費の削減検討、基準額を数年数万円削減する。そういう方



針だというんで、詳しく書いてありますけどもね。

生活保護の基準額そのもの、今までは、下にも出てきますような、児童扶養手当だとか、老齢化

加算だとか、そういうものを削ってきたんですが、それ自身も問題だと思うのですけども、基準額

そのものを削ってしまおうと、そういうことになって、非常にこれも大変なことだと思うのですよ

ね。

それから、老齢加算、母子加算、老齢加算の１万７千円の削減だとか、母子加算も非常に子育て

中の子供を抱えたお母さんなどの、子供にそれこそ、生活の心配までさせなきゃならないというこ

とで、非常に困難に陥っている。

それから５番目、国は生活保護の捕捉率とここにありますけども、生活保護本来、その受けるよ

うな水準にあるような人たちのうちで、実際に生活保護を受けている率というのが、非常に低いと

いわれているんですけども、そういう実態さえも、なかなか国自身が把握していないということで、

やっぱりそういう実態を調査してほしいと、それは当然のことでないかなと思うのですけども。

６番目、児童扶養手当、これも現在、削減されつつあるんですけども、これも非常に大きな問題

ということで、やはり全部が納得できる内容だと私は思います。

○委員長（中野敏勝） 他にご意見ございませんでしょうか。

藤原委員。

○委員（藤原 孟） 先ず２番目の不動産を担保にして、お金を借りる。確かに聞こえはいいんで

すが、この言葉の重さは大変な言葉が裏に占めているといることを、私達は意味をよく考えなけれ

ば、安易に受けるべきでないと思います。非常に厳しい現実、また、年寄りがこれによっていじめ

られるということが起きるんではないかと私は思います。また、３番目の生活保護基準の大幅な引

き下げ、あるところによりますと、最低賃金をいわゆる上げるので、その見返りとして生活保護費

を下げるということも新聞に書いてあると、あまりにも経済界の一部の人たちが、生活保護費の削

減という名目で、いわゆる福祉業界を下げるということに走っているのではないかということを私

は心配しております。

特に、いわゆるセーフティーネットいう言葉が、言われて、そこが、いわゆる小さく、削減され

るということは、本当に日本のこれからの社会保障制度が守られるかということは、非常に心配し

します。

この陳情に関して私は全面的に賛同していきたいと思います。よろしくお願いします。

○委員長（中野敏勝） 杉山委員。

○委員（杉山晴夫） 今、藤原委員、仰られる、心配されているのは、この住宅の担保というのは、

個人のことを仰られているのではない担保、これは国がやる担保にするんだと思うのです。だから

そんないい加減なものではないと、先ほど、増田委員が仰ったように、期間はね、評価したりなん

かするのに、若干かかるかもしれませんけども、そんないい加減な担保ではないと思うのですよ。

国がやってその分、生活資金を貸すんですから、そういった一般業者が、民間がやるんでないから、

そういった心配はないと私は思います。

○委員長（中野敏勝） 増田委員。

○委員（増田武夫） 国が金を貸すのではないんですよね。民間の組織である都道府県社会福祉協

議会が窓口になるんですよね。だから結局、そういうところも貸した金が焦げ付いたらどうしよう

もならないんで、使いきってしまえば、それを強制的にね、回収することになって、住むところが

なくなると、こういうことになってしまうんだと思うのですよね。



○委員長（中野敏勝） 杉山委員。

○委員（杉山晴夫） 社会福祉協議会であれば、公的な機関であるから騙されるというような心配

はないわけですよね。ただ、長生きすれば、その分使ってしまうので、そいう心配はあるかもしれ

ませんけども、社会福祉協議会が事業主体となってやるんであれば、だまされるようなことはない

と考えます。

○委員長（中野敏勝） 牧野委員。

○委員（牧野茂敏） 私もこの２番は自分の資産を利用してやるということでは、先ほど増田委員、

いろんな心配ごとお話されましたけども、だた自分の資産ですから、これに対して、その対価でお

金を借りられるわけですから、これに関しては私いいと思うのですけども。

○委員長（中野敏勝） 他に。

他にご意見はございませんか。

牧野委員。

○委員（牧野茂敏） この１番のこの無理やり保護辞退届等いろいろ書かれていますけでも、私ど

も報道関係で、テレビであるとか新聞ぐらいしか読んだことはないわけですけども、これはそんな

に頻繁にやられていることなんでしょうか。

この文章どおりいきますと、相当卑劣なやり方をされて困っている人が一杯いるというようなこ

とを受けるわけですけども、このへん文章についてはどんなものでしょうか。

○委員長（中野敏勝） 杉山委員。

○委員（杉山晴夫） この１番の問題ですけども、先ほども発言致しましたが、いわゆる、民生委

員などを通じて窓口に行って担当のケースワーカーがいるわけですよね、ケースワーカーはある程

度は詳細な意見を聞いてですね、そこで、大体判断されて、お宅は対象になりませんよというので

はないかと私は思うのですよ。

増田委員が言われるように、本当は全部、受理しなければいけない。受理すれば、また、詳細に

すごい事務量なんですよね。かなりベテランですから、ケースワーカーは、大体、生活保護の対象

になるかならないかはわかると思うので、そこで、受理出来ないんですよということを申し上げる

んではないかと思うのです。そういうのが、そんなに、新聞にも報道があったかもしれませんが、

そんなに数多くは私はないと思うのです。担当者がそんなことじゃ、クビになってしまいますよ。

○委員長（中野敏勝） 増田委員。

○委員（増田武夫） 今、国はすごく生活保護の受給者を減らすといことで、上からプレッシャー

をかけているんですね。やっぱりそれが、各町村の窓口に、いろんな形の現れ方は違うけども、そ

れが強く現れるところと、今、担当者の善意というか、そういうものに、我々は期待するんですけ

ども、しかし、例えば今年になって北九州で、６月と７月に続けてそういう問題が起こったんです

よね、７月のものは餓死して発見された。それから６月の10日のものは、自殺してしまったと。そ

の５日前にも自殺する５日前にも、北九州の市役所に行って、そして申請したいんだけどもはねら

れて、自殺してしまったと。そういう、いろんな事例が出てきていますのでね、それは氷山の一角、

それこそ、自殺したり餓死したりするのは、よっぽどのことで、氷山の一角であってね、受給を減

らそうというのは、全国で行われていますのでね、いろいろな人によって、状況は違うと思います

けども、働きたくても働けない状況の中で、まだ若いんだから働いて努力して２週間後に来いと言

われて、申請さえ受け付けられなくて、その間におかしくなってしまったというような事例は、本

当にたくさんあるんです。



そういう本来最低限の保障されているセーフティーネットのその仕組みであるものが、そういう

形で申請さえも、自由に出来ないということになればね、これは、大変な人権侵害だと思うのでね、

そういう全国の状況というのが反映された陳情でないかというふうに思いますのでね、やっぱりそ

ういうことのないようにということですので、やはり、よくねお願いしたいと思うのですよね。

○委員長（中野敏勝） 他にご意見ありますか。

永井委員。

○委員（永井繁樹） 今のいろんな意見をお聞きさせていただいて、この１番と２番についてはで

すね、この文章を丸呑みという形には私はならないと思うのです。

私は、議員が事実確認、もしくはそれに値する情報確認、これ現況として、１は私も聞いてます

けども、この文章からいくと、本当にそういうことがたくさん起きているような表現になっており

ますよね、そして、２番についても、私もちろんこの制度については、100％適切な制度と思いませ

んけども、はたして利用されているかた全部がですね、こういった思いでおられるのか、状況もあ

りますから、ありきという形でですね、審査するには、ちょっと問題があるだろうと。

今の段階で１番の２番については、ちょっと情報不足というか、私自身が不足なんです。ですか

ら、この文章だけでですね、早々に判断しかるんですよね、ですから、皆さんはこの文章だけで、

情報持っていらっしゃる方は判断は勿論できる方もおられるでしょうけども、はたして、これで仕

切れるのかという、それ以外についてはですねある程度の、自分の持ち合わせている範囲の中で理

解もできますけども、６番にいたっては、今までの議会の流れからいって、児童扶養手当について

はですね、それほど路線は変わっておりませんので議会の結論についてはですね、問題ないいんで

すが、１番、２番については、もう少し私は、実態調査をする必要があるのではないですか。

どうでしょうか。

○委員長（中野敏勝） いかがですか。今のご意見についてのお考え、皆さんの。

増田委員。

○委員（増田武夫） 今、例えば１番などについて、実態はどうなっているのかというね、そうい

う調査はもっとして、理解を深める必要はあるのではないかと思うのでね、そういう点でもう少し

調査するということには賛成ですね。

知りえている範囲もごく限られたものですのでね、そういうものがもっと調査して、どういう全

国的な実態なっているのかということを、調査すればいろんなことがでてくると思うのですけども。

○委員長（中野敏勝） それぞれ意見が出ておりますけども、実態をもう少し、情報を得てですね

行っていくというような意見が多いんですけども、その他ないですか。

牧野委員。

○委員（牧野茂敏） お話があれば、当然、継続しかないと思います。

○委員長（中野敏勝） 本件について、継続審査という意見がありますけども、継続審査というこ

とでよろしいですか。

（異議なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） 異議がないようですので、生活保護、児童扶養手当などの福祉切り下げの

中止と改善に関する陳情、これについても継続審査といたします。

次に、その他について何かご意見ありませんでしょうか。

永井委員。

○委員（永井繁樹） 継続審査ということであればですね、日程をこの場所で決めていただいた方



がありがたいんですけども。

○委員長（中野敏勝） 暫時休憩いたします。

（15：38 暫時休憩）

（15：39 再開）

○委員長（中野敏勝） 休憩をとして会議を続けます。

請願第１号はですね、文言の整理を、決算員会終了後、委員会を開催して審議をしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。

（はいの声あり）

○委員長（中野敏勝） それではそのようにしたいと思います。

７号についても決算員会終了後、行いたいと思います。

次に委員の皆さんから他に何かありませでしょうか。

（なしの声あり）

○委員長（中野敏勝） 無いようでありますので、本日の委員会についてはこれで終わりたいと思

います。

（15：40 閉会）


